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厚真町交流促進センター指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者の募集 

地方自治法第２４４条の２及び厚真町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例第２条の規定により、次の施設の指定管理者の募集を行います。 

厚真町では、厚真町交流促進センター（以下「交流促進センター」という。）の指定管

理者の指定にあたり、広く事業者を公募し、効率的な施設の管理運営により、利用者へ

のサービスの向上と利用促進の拡大について創意工夫のある提案を募集します。 

 

２ 施設の概要 

（１）名   称：こぶしの湯あつま 

（２）所 在 地：厚真町字本郷２２９番地の１、１９５番地の８、１９５番地の９、１

９２番地の４ 

（３）設置の目的：都市住民と町民のふれあいや交流を通し、産業の振興と住民福祉の増

進を図る。 

（４）施設の規模及び構造：別紙「施設の概要」のとおり。 

 

３ 指定管理者が行う業務内容 

指定管理者は次の業務を行うことになります。 

（１）厚真町交流促進センター条例（平成８年条例第７号）（以下「交流促進センター条例」

という。）第３条に規定される業務の実施に関すること。 

（２）その他、別紙「厚真町交流促進センター指定管理者業務仕様書」（以下「仕様書」と

いう。）のとおり。 

 

４ 管理業務に要する経費 

（１）指定管理者の収入及び業務に必要な経費 

ア）指定管理者は、管理業務に必要な経費を、利用料金、飲食料その他諸収入等の収

入により賄うものとする。ただし、不足が生じる場合には、厚真町が指定管理料と

して支払うものとします。 

イ）指定管理料の額及び支払い方法は、原則として申請時に提出された事業計画書及

び収支計画書に基づき、各年度の予算の範囲内で厚真町と指定管理者が協議をし、

双方で締結する協定により定めます。 

（２）利用料金制度の採用 

地方自治法第２４４条の２第８項の規定による「利用料金制度」を採用します。 

指定期間における当該施設の利用料金については、指定管理者の収入とします。 

なお、利用料金の額については、交流促進センター条例で定める額を上限として、
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指定管理者が厚真町の承認を得て定めることができます。 

詳細については、仕様書のとおりとします。 

申請時の事業計画における利用料金の額については、現行の交流促進センター条例

で定める額の範囲以内で、申請者が妥当と考える額で計画策定できるものとします。 

 

５ 指定期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

 

６ 指定管理者が行う管理の基準 

  適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項は次のとおりとします。 

（１）開館時間及び休館日について 

ア）開館時間 午前１０時から午後１０時までとする。ただし、宿泊者の利用時間は、

午後３時から翌日の午前１０時まで（チェックイン・チェックアウト）とします。 

イ）休館日 なし 

ウ）上記のア）及びイ）は、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得

て、変更することができます。 

（２）利用の許可及び制限に関する事項 

交流促進センター条例等の定めることにより行うものとします。 

（３）関係法令の遵守 

前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法令等及びこれらと関連する法令等を遵守

して業務を遂行するものとします。 

ア） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

イ） 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

ウ） 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

エ） 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号） 

オ） 公衆浴場法（昭和２３年法律１３９号） 

   ※循環式浴槽におけるレジオネラ症対策マニュアルについて「平成１３年９月

１１日健衛発第９５号厚生労働省健康局生活衛生課長通知」参考  

カ）食品衛生法（昭和２２年法律２３３号） 

（４）個人情報の取扱い 

指定管理者は、個人情報の適正管理に関して、厚真町個人情報保護条例（平成１３

年条例第１４号）第７条の規定により、施設の管理にあたり個人情報を取り扱うには、

その扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他個人情報の適切な管理

のために必要な措置を講じなければなりません。 

（５）情報公開 

厚真町情報公開条例第２２条に基づき、厚真町を通じて、管理業務の実施に当たり
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保有する文書の公開等の請求があったときには、速やかにこれに応じるものとします。 

（６）文書の管理・保存 

ア）管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書については、厚真町役場処務

規則（昭和３０年規則第３号）の規定を準用し、適正に管理・保存すること。 

イ）指定期間終了時又は指定取消し時には、その指示に従ってこれを厚真町に引き渡

していただくことになります。 

（７）厚真町行政手続条例の適用について 

指定管理者は、厚真町行政手続条例（平成９年条例第１号）第２条第３号の「行政

庁」に該当するため、利用許可等の処分については、同条例の定めに従って行うこと

になります。 

（８）業務の一括委託の禁止 

管理業務を一括して第三者に委託することはできないが、設備の保守点検や清掃業

務など管理業務の主要部分以外の業務について個々に委託することは差し支えありま

せん。 

 

７ 指定管理者と町の責任分担等 

  指定管理者と町の責任分担（リスク分担）については、別紙「リスク管理及び責任分

担表」とおりとします。 

 

８ 申請の資格等 

交流促進センターの指定管理者の指定に係る申請資格は、次のとおりとします。 

（１）団体であること。（法人格の有無は問いません。） 

（２）団体又はその代表者が次の事項にいずれも該当しないものであること。 

ア）法律行為を行う能力を有しない者 

イ）破産者で復権を得ない者 

ウ）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準

用する場合を含む。）の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限され

ている者 

エ）地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者 

オ）指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第９２条の２、同法第１４２

条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に該当する者 

カ）国税及び地方税を滞納している者 

キ）厚真町における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた

者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ク）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２
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条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者 

ケ）厚真町暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24 年条例第 20 号）第２条に規定

する暴力団又は暴力団員に該当する者 

（３）複数の団体での共同応募 

ア）グループの代表となる団体を定め、代表団体が申請を行うこと。 

イ）当該グループの構成団体間で、指定管理者として行おうとする業務に関し、共同

連帯して施行することを目的とする協定等を締結すること。 

ウ）指定管理者として町と協定したときは、当該グループの構成団体すべてが協定の

当事者として、責任を負わなければならないこと。 

エ）当該グループの構成団体のすべてが上記（２）該当しないこと。 

オ）当該グループの構成団体は、別のグループの構成団体となり又は単独で申請する

ことはできません。 

（４）その他必要な条件 

ア）北海道内に事業所又は事務所を有する団体であること。 

イ）旅館業法及び公衆浴場法、並びに食品衛生法（飲食業）等の許可を得て管理でき

ること。 

 

９ 申請方法 

  申請にあたっては、厚真町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行

規則第４条に掲げる書類を提出しなければなりません。 

（１）申請書類 

ア）指定管理者指定申請書（様式第１号）          

イ）申請資格に関する申立書（様式第２号）         

ウ）事業計画書（参考様式）               

エ）収支計画書（参考様式） ※年度単位及び税込額で記載してください。 

オ）申請資格を有することを証する書類            

・法人登記簿の謄本（法人の場合） 

・定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類（非法

人の団体にあっては、その団体の規約及び目的、組織及び運営の方法等これらに

相当する書類） 

・非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書 

・国税及び地方税の納税証明書（非法人の団体にあっては、代表者個人のもの。募

集要項の配布開始日以降に交付されたもの）又は納税義務がない場合は、その旨

の理由を様式第２号の申立書に記入してください。） 

カ）当該団体の経営状況を説明する書類 

・前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取引活
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動をしている団体のみ。） 

・前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成している

団体のみ。） 

・現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当す

る書類 

・団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

・団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当す

る書類 

（２）提出部数 

正本１部、及び電子データ（Ａ４縦型のみでＰＤＦで提出すること。） 

   ※全ページにページ番号を付すること。 

（３）留意事項 

ア）提出された申請書類の内容は、明らかな誤り又は軽微な事項を除き、変更するこ

とはできません。 

イ）申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

ウ）厚真町が指定管理者の選定に関して必要と認めるときは、追加書類の提出を求め

る場合があります。 

エ）申請書類は、理由のいかんにかかわらず、返却しません。 

オ）申請書類の著作権は、申請者に帰属しますが、厚真町が指定管理者の選定結果の

公表等に必要な場合には、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

カ）申請書類は、厚真町情報公開条例（平成１３年条例第１３号）に基づく公開請求

により公開されることがあります。 

キ）申請後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

ク）申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。 

ケ）厚真町が提供した資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じる

とともに、この検討の目的内であっても、厚真町の承諾を得ることなく、第三者に

使用させ、又は内容を掲示することを禁じます。 

 

１０ 申請の手続 

（１）提出方法  

申請書類及びその内容を記録した磁気媒体（ＣＤ-Ｒ）を持参の上、提出してください。 

（２）提出場所 

  〒０５９－１６９２ 

  北海道勇払郡厚真町京町１２０番地 

  厚真町産業経済課経済グループ 

（３）受付期間  
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令和４年９月２０日（火）から令和４年１０月２７日（木）までの間 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時までに限ります。 

（４）公募スケジュール 

ア）募集公告 

令和４年９月２０日（火） 

イ）募集要項等に関する質問書の受付 

令和４年９月２０日（火）～令和４年１０月３日（月） 

※質問書（任意様式）を提出した場合は、必ず提出した旨を問い合わせ先にご連絡

ください。 

ウ）質問書への回答 

令和４年９月２６日（月）～令和４年１０月７日（金） 

  エ）現地説明会の開催 

    令和４年９月３０日（金）午後３時３０分 

    於：厚真町交流促進センター こぶしの湯あつま 

  オ）申請書類の受付 

    令和４年９月２０日（火）～令和４年１０月２７日（木） 

（５）留意事項 

  ア）募集要項等の配布 

    募集要項等申請関係書類は、厚真町公式ホームページからダウンロードできます。 

  イ）募集要項等に関する質問は、質問書（任意様式）により行ってください。 

 提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールでも可としますが、電話（口頭）

による質問は受け付けません。ただし、日程などの軽易な質問はこの限りではあり

ません。 

 なお、質問に対する回答は、ファクシミリ又はメールにて回答します。 

ウ）現地説明会に参加する場合は、団体名、連絡先、参加者名を明記した参加申込書

（任意様式）を令和４年９月２９日（木）午後５時までに提出してください。電子

メールのみ。ただし、参加者は、感染症防止対策のため１団体２名までとします。（募

集要項及び業務仕様書等を持参ください。） 

 

１１ 指定管理者の候補者の選定 

（１）選定方法 

指定管理者候補者の選定は、第１次及び第２次の二段階審査で実施します。 

審査及び選定は、「厚真町指定管理者候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）

が行い、町長が決定します。 

 また、申請者が１団体であっても選定委員会で審査し、指定管理者としての適否を

判断します。 
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ア）第１次審査（書類選考） 

１次審査は、提出された申請書類により、資格要件及び(２)の選定基準に基づく

書面審査とします。審査の結果は、応募者全てに郵送で通知します。 

※応募多数の場合は、管理実績などから判断し３社程度に絞らせていただく場合

があります。 

イ）第２次審査 

１次審査通過者について、プレゼンテーション及び申請書類により、事業計画書

の内容、施設の管理能力等を総合的に審査します。 

ウ）候補者の選考は、第２次審査の結果、審査項目において評価点数の合計が最も高

い団体とします。 

（２）選定基準 

ア）利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

イ）施設の多面的な効用を最大限に発揮するものであること。 

ウ）施設の適切な維持及び管理並びに管理経費の効果的な縮減が図られるものである

こと。 

エ）施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有している、

又は確保できる見込みがあること。 

オ）地域経済へ対する貢献策として、地元雇用や地場産品の活用等に配慮されている

こと。 

カ）事業計画、収支計画が施設を管理運営する上で適切な内容となっていること。 

（３）選定の結果通知 

選定の結果については、文書で通知します。 

 

１２ 選定結果の通知及びスケジュール 

（１）１次審査 令和４年１１月４日予定  

※審査結果は速やかに通知します。 

（２）２次審査 令和４年１１月１１日を予定 

（３）指定管理者候補者の決定（選定委員会審査結果を受け決定）令和４年１１月中旬 

（４）選定結果を申請者に通知 令和４年１１月下旬を予定 

（５）候補者を指定管理者に指定する議案提出(議会の議決により決定) 令和４年１２月

中旬 

 

 

１３ 指定管理者の候補者選定後における手続等 

（１）候補者との協議 

ア）指定管理者候補者と当該施設の管理運営業務の詳細について協議を行い、協議が
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整った場合は、その内容を仮協定として締結します。 

この場合、厚真町は指定管理者候補者の提案に対して必要に応じ提案内容の趣旨

を変更しない範囲内において、修正を求めることができるものとし、厚真町からの

修正の求めがあった場合は、指定管理者候補者は修正に応じなければなりません。 

  イ）修正協議が整わない場合には、選定委員会の審査において次点となった申請者を

指定管理者候補者として協議を行います。 

（２）指定管理者の決定 

ア）協議が整った指定管理者候補者については、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定に基づき、指定管理者として指定する議案（指定管理者に管理を行なわせる施

設の名称及び住所、指定の期間など）を厚真町議会に提出し、議決後に指定管理者

として指定します。 

イ）指定にあたっては、指定管理者候補者に文書で通知するとともに公表します。 

ウ）厚真町議会への提案は、令和４年１２月中旬を予定しています。 

（３）指定管理者との協定書の締結 

   指定管理者の指定を受けた団体は、町長と施設の管理に関する協定を令和４年１２

月末までに締結しなければなりません 

（４）スケジュール 

  ア）候補者を指定管理者に指定する提案 

    令和４年１２月中旬 

  イ）指定管理者の指定の公表 

    議会議決の日の翌日以降 

  ウ）協定書の締結 

    議会議決の日の翌日から令和４年１２月末 

 

１４ 協定で定める事項 

協定で定める事項については、次の事項を予定しています。 

（１）指定期間に関する事項 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

（２）管理に係る業務の内容に関する事項 

（３）業務計画に関する事項 

（４）利用料金に関する事項 

（５）事業報告及び業務報告に関する事項 

（６）町が負担する費用及び指定管理料に関する事項 

（７）指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

（８）管理業務を行うに当たっての保有する個人情報の保護に関する事項 

（９）その他町長が必要であると認める事項 
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１５ その他留意事項 

（１）指定の取消し及び協定の解除 

指定管理者が次の事項に該当するときは、指定の取消し、業務の停止、協定の解除

等をすることがあります。 

なお、指定管理者の指定の取消し及び協定が解除された場合、指定管理者は、厚真

町又は第三者に生じた損害を賠償しなければなりません。 

  ア）指定管理者が協定に違反したと認めるとき。 

  イ）業務開始前に財務状況の悪化等により事業の履行が困難であると認められるとき。 

  ウ）社会的信用失墜などにより指定管理者としてふさわしくないとみとめられるとき。 

  エ）その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続

することができないと認めるとき。 

（２）接触の禁止 

選定等に関する業務に係る厚真町職員との接触により、申請及び選定についての情

報を不正に入手する等の事実が認められた場合、失格や指定の取消しをすることがあ

ります。 

（３）次点候補者と協議を行う場合 

指定管理者の指定について厚真町議会の議決を経るまでの間に、指定管理者の候補

者がこの要項に定める事項に違反したとき若しくは協議が成立しないとき、厚真町議

会が指定に係る議案を否決したとき又は指定管理者の指定を取り消したときは、指定

管理者の候補者の選考において次点候補となった団体を指定管理者の候補者として協

議を行う場合があります 

（４）建物・敷地・備品 

建物・敷地・備品については、無料使用賃貸を原則とします。 

（５）従業員の雇用 

業務を開始する以前に勤務していた従業員等は、極力雇用されるよう配慮してくださ

い。 

（６）その他の協議すべき事項 

協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、厚真町及び指定管理者双方が誠

意を持って協議することとします。 

 

１６ 配布資料 

（１）申請に係る様式（様式第１号・２号・事業計画様式・収支計画様式） 

（２）厚真町交流促進センター指定管理者募集要項 

（３）厚真町交流促進センター指定管理者業務仕様書 

（４）「施設の概要」 
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（５）「リスク管理及び責任分担表」 

（６）「保守点検等一覧表」 

（７）「実施事業一覧表」 

（８）「備品」 

（９）条例関係 

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/search/t:0.90521400%201504872267 

 

 

１７ 問合せ先 

   厚真町役場 産業経済課経済グループ 

   〒０５９-１６９２ 勇払郡厚真町京町１２０番地 

TEL ０１４５－２７－２４８６（直通） 

FAX ０１４５－２７－３９４４ 

メールアドレス keizai@town.atsuma.lg.jp 
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